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報告事項№２－② 

子ども・子育て支援事業計画策定に関する国や市の動向 

 

１．現行（第１期）計画策定の背景 

 

 ■国の動き 

 平成 22年に「子ども・子育てビジョン」が閣議決定 

平成 24年８月に「子ども・子育て関連３法」が可決・成立，同月に公布 

平成 27年度から「子ども・子育て関連３法」に基づき，幼児期の学校教育・保育，地域の

子ども・子育て支援を総合的に推進していく「子ども・子育て支援新制度」※が施行。 

※制度の概要は，３～４ページに今回の法律改正の要点と合わせて記載しています。 

 

■市の取組 

 平成 22～26 年 「次世代育成支援行動計画」（根拠法：次世代育成支援対策推進法）に基

づき，子育て支援施策を推進してきました。 

 

 平成 27年３月 子ども・子育て支援事業計画策定 

 次世代育成支援行動計画を継承しながら，子ども・子育て支援法第 61条に基づく子ども・

子育て支援事業計画を策定しました。 

 

 

現行計画の構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第１部 計画の策定にあたって 

第２部 守谷市における子ども・子育て支援の現状 

第３部 守谷市子ども・子育て支援事業計画の概要 

第４部 施設型・地域型保育給付等事業計画 

第５部 地域子ども・子育て支援事業計画 

第６部 計画の推進体制 

付属資料 
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２．現行計画策定以降の国等の動き 

 

 国においては「地方創生」や「一億総活躍」等の流れの中で「希望出生率 1.8 の実現」に

向け，保育・教育等のさらなる量的整備や幼児教育無償化等の重要政策が決定されました。 

 また，2016 年（平成 28 年）には，児童福祉法の抜本的な改正がなされ，児童虐待防止や

社会的養護等をはじめとして，社会全体で子どもの人権を守り，健やかな育ちを支援する取

組がより一層推進されることとなりました。 

 

（参考）これまでの少子化対策の取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内閣府資料  
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３．第２期計画策定に向けた国等の動向 

 

 ・2018年８月に「量の見込みの考え方」が提示されました。 

  →守谷市ではこれを勘案し，１月～２月にアンケート調査を実施しました。 

 

 ・2019 年（令和元年）６月に「計画策定の指針」が国から示される予定です（６月 18 日

現在まだ公表されず）。 

 市町村計画は，この指針に基づき策定する必要があります。 

 ４月時点では，改正が予定されている項目は下記のようになると公表されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子ども・子育て支援新制度都道府県等説明会（平成 31年 2月 18日開催）資料を更新 

 

 ・子ども・子育て支援法の一部を改正する法律により，幼児教育・保育の無償化実施され

ます。 
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幼児教育・保育の無償化に関する都道府県等説明会（令和元年５年 30日） 

 

 

 

 


